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企画競争実施の公示

令和 2年 1月 31日

近畿地方整備局長

井上 智夫

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１．業務概要

(1) 業 務 名 令和 2年度 近畿地方整備局ホームページ運営支援業務

(2) 業務内容 本業務は、近畿地方整備局で展開する広報活動のうち、専門知識を必要

とするウェブを使った広報活動に関する支援を目的とする。

下記のとおりの業務を行う。

ホームページ・イントラサイトに関する企画・編集・更新

・インターネット広報の効果向上対策の検討

・CMSを使ったホームページの更新
・CMS管理以外のホームページの更新
・テンプレートの改修・追加

・イントラサイトの更新

・CMS基幹ソフトプログラムの更新
(3) 履行期限 令和 3年 3月 31日

２．企画競争参加資格要件

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当し
ない者であること。

(2) 平成 31・32・33 年度または令和 1・2・3 年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一
資格）「役務の提供等」の近畿地域の競争参加資格を有すること。

(3) 企画提案書等の受領期限の日から見積の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名
停止を受けていないこと。

(4) 下記に示される同種業務について、平成 22 年度以降に完成した業務（再委託による
業務の実績は認めない、令和元年度完了予定業務も対象に含む）において、1 件以上の
実績を有すること。

同種業務：CMS（コンテンツマネジメントシステム）によるホームページの作
成または運営支援業務

(5) 配置予定主任技術者（以下「主たる担当者」という。）は、下記に示される同種業務
について、平成 22 年度以降に完成した業務（再委託による業務の実績は認めない、令
和元年度完了予定業務も対象に含む）において、1件以上の実績を有すること。
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同種業務：CMS（コンテンツマネジメントシステム）によるホームページの作
成または運営支援業務

(6) 近畿地方整備局から企画競争実施にかかる説明書の交付を受けた者であること。
(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申し立てがなされている者（「競争参加者の資格に関する公示」（平

成 30 年 11 月 26 日付け衆議院庶務部会計課長、参議院庶務部会計課長、国立国会図書
館総務部会計課長、最高裁判所事務総局経理局長、会計検査院事務総長官房会計課長、

内閣府大臣官房会計課長、復興庁会計担当参事官、総務省大臣官房会計課長、法務省大

臣官房会計課長、外務省大臣官房会計課長、財務省大臣官房会計課長、文部科学省大臣

官房会計課長、厚生労働省大臣官房会計課長、農林水産省大臣官房参事官（経理）、経

済産業省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房会計課長、環境省大臣官房会計課長、

防衛省大臣官房会計課長。以下、「平成 30 年 11 月 26 日付け公示」という。）に基づく
「会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続」を行っ

た者を除く。）でないこと。

(8) 警察当局から、暴力団員が実施的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国
土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでない

こと。

３．手続等

(1) 担当部局
〒 540-8586 大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第一号館

国土交通省 近畿地方整備局 総務部 契約課 購買第二係

電話 06-6941-1141（代） 内線 2538
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法

期間：令和 2 年 1 月 31 日から令和 2 年 2 月 17 日までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日、9時 30分から 16時 00分まで

場所：3．(1)に同じ。
方法：書面により交付を行う。なお、郵送（着払）による交付を希望する場合は

3．(1)に問い合わせること。
(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法

期限：令和 2年 2月 17日 16時 00分
場所：3．(1)に同じ。
方法：持参、郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）に限る。

(4) 企画提案に関するヒアリングの有無 有

実施日：令和 2年 2月 19日（予備日：令和 2年 2月 20日）
場 所：大阪合同庁舎第１号館 近畿地方整備局会議室

その他：ヒアリングの時間、会場及び留意事項は別途通知する。

４．その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
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(2) 関連情報を入手するための照会窓口は、3．(1)に同じ。
(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者側の負担とする。
(4) 提出された企画提案書は、当該提出者に無断で 2次的な使用は行わない。
(5) 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を
行った提出者に対して指名停止を行うことがある。

(6) 特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があ
った場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。

(7) 提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものである
が、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係が生じるものではない。

(8) その他の詳細は説明書による。


